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今回のテーマは 

『人的資本可視化指針（改訂版）について』 
 

 2026 年 1 月 20 日、内閣官房は、「人的資本可視化指針（改訂版）」（案）のパブリックコメントを開始し、

「人的資本可視化指針（改訂版）の骨子（案）」及び「人的資本可視化指針（改訂版）〜投資家の期待に

応えるための人的資本開示〜」を公開しました。パブリックコメントは、2 月 10 日に締め切られ、今後確定版が公表さ

れる予定です。足元では、人的資本情報に関する開示拡充を含めた「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の

改正が進んでおり、法定対応の観点でも人的資本開示の重要性は増しています。今回のサステナブル通信では、経

営戦略と人材戦略・人的資本投資の連動に向けた開示及び考え方のガイダンスとして公表された「人的資本可視化

指針（改訂版）」について紹介します。 

 

１．人的資本可視化指針の改訂の背景 

 企業の人的資本投資及びその開示拡充は、「成長と分配の好循環」を目指す新しい資本主義の考えのもと、”人へ

の投資“により企業成長を促し、日本経済の成長につなげることを目的に進められました。2022 年 8 月に内閣官房

より「人的資本可視化指針」が公表され、翌年 1 月末には金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の

改正により、有価証券報告書での人的資本に関する開示が義務化されました。その後、2025 年 6 月に閣議決定さ

れた「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」において、引き続き、人的資本への投資は

企業価値の向上を後押しし、強い日本経済の実現に必要不可欠であるとともに、人的資本情報の開示充実化は投

資者が企業の成長可能性を判断するために重要であるとして、「人的資本可視化指針」の見直しが示唆されました。

また、閣議決定の内容には、有価証券報告における人的資本開示の更なる充実の検討も含まれており、こちらについ

ては、2026 年 2 月 20 日に金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正が公布され、2026 年

3 月 31 日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用が開始されます。 

（出所）内閣官房 人的資本可視化指針の見直しについてより抜粋 
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（補足）「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の概要 

（出所）金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正内容を基に MUTB 作成 

 

2．改訂版の内容 

 2022 年の「人的資本可視化指針」では、”人的資

本の可視化“に重きが置かれていたのに対し、「人的

資本可視化指針（改訂版）」においては、”国際的

な開示基準に沿った情報開示の進め方“や”経営戦

略と人材戦略・人的資本投資の連動に向けた具体

的な考え方とその実践“についてのガイダンスを提供す

ることが意図されています。改訂版の目次は、「第 1

部 経営戦略と人材戦略の連動」と「第 2 部 4 つの

要素に従った開示」の 2 部構成となっています。 

 

■第 1 部 経営戦略と人材戦略の連動 

 「人的資本可視化指針（改訂版）」では、改訂前の「人的資本可視化指針」において重要性を強調しつつも具

体的な考え方について明示のなかった、経営戦略と人材戦略の連動の可視化について示されています。 

可視化における考え方は、国際基準、つまり国際

サステナビリティ基準審議会（ISSB）の IFRS S1 

号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全

般的要求事項」（IFRS S1）を参考にしており、人

的資本への“依存”と“影響”の関係と、その関係から

生じる“リスク”と”機会”の要素が組み入れられ、それら

のリスクと機会を踏まえた“人材戦略や人的資本投資

への投資“を関連づけることで、経営戦略と人材戦略

を統合的なストーリーで説明することができるとしていま

す。 

上記を踏まえて、「人的資本可視化指針（改訂版）」では、経営戦略と人材戦略の関係を「①人的資本への依

存と影響」「②人的資本関連のリスクと機会」という 2 つのステップを介して説明する考え方を提唱しています。  

  

（出所）内閣官房 人的資本可視化指針（改訂版）〜投資家の期待に応

えるための人的資本開示〜より抜粋 

（出所）内閣官房 人的資本可視化指針（改訂版）〜投資家の期待に応え

るための人的資本開示〜より抜粋 
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-①人的資本への依存・影響の考え方 

企業の経営戦略は、その実現のために必要となる人的資本を確保できる

か（＝あるべき組織・人材の姿を実現できるか）否かに“依存”しています。ま

た、企業は、必要となる人的資本を確保するために、人材育成や採用、社

内環境の整備等（＝必要となる人的資本投資）を行い人的資本に“影

響”を与えます。 

-②人的資本関連のリスクと機会の考え方 

 必要となる人的資本を確保できないことは、経営戦略の実現を妨げる”リス

ク“になります。一方で、必要となる人的資本投資を行うことは、必要となる人

的資本を確保できる”機会”になります。 

 

 つまり、企業は、人材戦略（＝企業から人的資本に与える影響）の説明にあたって、「自社の経営戦略がどのよう

な人的資本に依存しているのか」、「その人的資本が確保できないことでどのようなリスクが生じるのか」、「人材戦略が

成功することでどのような機会が生じるのか」を踏まえることで、経営戦略上必要な人的資本投資を行っていることを統

合的なストーリーで示すことができます。  

 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正では、「人材戦略に関する基本方針等」として、「連結会社の人

材戦略を連結会社の経営方針・経営戦略等に関連付けて、具体的に記載すること」（(58-2)a）が義務付けられ

ており、 「人的資本可視化指針（改訂版）」における第 1 部の考え方がガイダンスになると思われます。 

 

■第 2 部 ４つの要素に従った開示 

 「人的資本可視化指針（改訂版）」では、投資家の期待に応える人的資本開示を行う上で、SSBJ 基準で示さ

れた 4 つの要素（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）の考え方を踏まえた人的資本開示を行うことを提唱

しています。SSBJ 基準を踏まえて考えられる人的資本開示の全体像を図解する他、4 つの要素ごとに SSBJ 一般

開示基準の適用の在り方を示し、投資家の期待・考えられる開示内容・SSBJ 基準の項番の対照表を提供していま

す。 

 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正では、プライム市場に上場する時価総額 1 兆円以上の企業に

ついて1、「サステナビリティに関する考え方及び取組」での記載において SSBJ 基準に則って事項を記載すること

（(30)a）が義務付けられており、 「人的資本可視化指針（改訂版）」における第 2 部がガイダンスになると思わ

れます。  

 
1プライム市場に上場する時価総額 3 兆円以上の企業は 2027 年 3 月 31 日以後、同 1 兆円以上の企業は 2028 年 3 月 31 日以後に終了する事業年

度に係る有価証券報告書等から適用 

（出所）内閣官房 人的資本可視化指針（改訂版）

〜投資家の期待に応えるための人的資本開示〜より抜粋 

SSBJ 基準を踏まえて考えられる開示の全体像 SSBJ 一般開示基準の適用（例：ガバナンス） 

（出所）内閣官房 人的資本可視化指針（改訂版）〜投資家の期待に応えるための人的資本開示〜より抜粋 
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3．ISSB で進行中の人的資本開示の検討 

 「人的資本可視化指針（改訂版）」にて代表的な国際基準として参照され、SSBJ 基準のベースとなっている

ISSB の IFRS には、現時点において人的資本に関する開示基準はありません。しかし、2024 年から開示基準の策

定の是非を判断するためのリサーチプロジェクトが進行しており、投資家需要や開示の在り方の調査・分析を続けてい

ます。リサーチプロジェクトでは、GRI や WEF（世界経済フォーラム）の労働関連の開示基準や、TISFD（不平等・社

会関連財務情報開示タスクフォース）のフレームワークといった既存の国際基準を参照していることを公言しています。 

 2025 年 10 月に公開された事務局ペーパーでは、ビジネスモデル・経営戦略を踏まえた「人的資本への依存と影

響」の関係から「人的資本関連のリスク・機会」が生じる考え方が示されており、さらに、「人的資本関連のリスク・機

会」を 3 つに分類する案が検討されています。 

 現在、人的資本に関する開示基準の策定については決定されていませんが、人的資本に特化した要求事項として

付番されなくとも、IFRS S1 に追加する形で開示基準に組み込まれる可能性があり、将来的な SSBJ 基準への適用

を踏まえて、動向には注視が必要です。 

（出所）IFRS 財団ウェブサイト ISSB 会議資料（2025 年 10 月）「Structuring the ISSB’s analysis of research findings」p13 を基に MUTB

作成 

4．まとめ 

 国の経済政策を背景に、国内での企業の人的資本投資への期待は急速に高まっています。「企業内容等の開示

に関する内閣府令」等の改正に合わせて政策の一環として見直しが行われた「人的資本可視化指針（改訂版）」

は、“企業の実質的な人的資本開示及び人的資本投資を促す”ことを目的に策定されており、開示のみならず、企業

の競争優位性を生み出し、中長期的な成長を実現する人的資本を確保するための投資戦略策定の考え方を示す

ものになっています。企業においては、今回の府令改正及び指針改訂を契機に、自社の経営戦略を支える“人”をどの

ように位置づけ、どのように投資し、どのように説明するのかを、戦略レベルで再整理することが求められます。 

                        

 

 

 

 

 

 

✓ 本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するもので

はありません。ここに示したすべての内容は、当社の現時点での判断を示しているに過ぎません。 

✓ また、本資料に関連して生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。その他専門的知識に係る問題について

は、必ず貴社の弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談の上ご確認下さい。 

✓ 記載した内容については、今後の法改正等により変わる可能性があります。 

✓ 本資料の著作権は三菱 UFJ 信託銀行に属し、その目的を問わず無断で引用又は複製することを禁じます。 
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